
 
 

                                                                        

 
 

上富良野町水道事業 
経 営 戦 略 見 直 し 策 定 
計画期間 令和７年度～令和１６年度   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 6 年１１月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上富良野町建設水道課 
  



 
 

目次 
1 事業概要 ................................................................................................................................................. 1 

1.1 事業の現況 ..................................................................................................................................... 1 
1.2 これまでの主な経営健全化の取組 ............................................................................................. 2 
1.3 経営分析 ......................................................................................................................................... 2 

2 将来の事業環境 ..................................................................................................................................... 5 
2.1 給水人口の予測 ............................................................................................................................. 5 
2.2 水需要の予測 ................................................................................................................................. 5 
2.3 料金収入の見込み ......................................................................................................................... 6 
2.4 施設の見通し ................................................................................................................................. 7 
2.5 組織の見通し ................................................................................................................................. 9 

3 経営の基本方針 ..................................................................................................................................... 9 
3.1 基本理念 ......................................................................................................................................... 9 
3.2 基本方針 ......................................................................................................................................... 9 

4 投資・財政計画（収支計画） ........................................................................................................... 10 
4.1 投資財政計画（収支計画） ....................................................................................................... 10 
4.2 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 ....................................................... 10 
4.3 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 ................... 13 

5 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 ................................................................................... 14 
 
  



1 
 

 

団体名：上富良野町 

事業名：上富良野町水道事業 

策定日：令和 6 年 11 月 

計画期間：令和 7 年度～令和 16 年度 

 

1 事業概要 

1.1 事業の現況 

1.1.1 給水 

 給水の状況を表 1.1 に示します。 

 

表 1.1 給水の状況 

供用開始年月日  昭和 48 年 1 月 1 日 計画給水人口 12,500 ㎥/日 

法適（全部・財務）・非適の区分 法適 
現在給水人口 9,030 人 

有収水量密度 295.00 ㎥/ha 

 

1.1.2 施設 

施設状況を表 1.2 に示します。 

 

表 1.2 施設状況 

水源 □表流水、□ダム、□伏流水、□地下水、□受水、☑その他（複数選択可） 

施設数 

浄水場設置数 
2 箇所 

 （日の出・倍本） 
管路延長 120.42 千 m 

配水池設置数 
3 箇所 

（日の出 2 池・倍本 1 池） 

施設能力 
6,000 ㎥/日 

 （ 日の出 3,525 ㎥/日、倍本 2,475 ㎥/日） 
施設利用率 47.1% 

 

1.1.3 料金 

a) 料金体系の概要・考え方 

本事業の料金体系（表 1.3）は用途別に 6 種類に区分し、基本水量と超過水量を設定した従量料

金制となっています。各用途の料金は次のとおりです。現在の料金は、消費税率改定に伴い、平

成 11 年 4 月 1 日から実施しています。 
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表 1.3 料金体系 

 
 

b) 組織 

上富良野町水道事業に関する事務は建設水道課上下水道班が所管しています。平成 16 年 4 月 1

日の機構改革により上下水道課を建設水道課に統合、係制を廃止し、スタッフ制による上下水道

班を設置しています。現在の水道事業の体制は、事務系職員 2 名、技術系職員 1 名の計 3 名を配

置しています。 

 

表 1.4 組織体制 

 
 

1.2 これまでの主な経営健全化の取組 

経営健全化の取り組みとして、料金徴収、届出事務及び施設維持管理を除く、浄水場及び管路

の保守点検業務、水質検査業務、量水器検針業務の民間委託を行い、効率的な管理・運営に努め

ています。また、本町の簡易水道事業と業務運営の一体化を図り、経営の効率化に取り組んでい

ます。 

 

1.3 経営分析 

1.3.1 経営の健全性・即効性について 

営業収益に対する「累積欠損金」は 0％で発生しておらず、「経常収支比率」は、前年度より約

1.7％程上がっています。「料金回収率」は 120％前後で推移しており、類似団体・全国平均より高

水準にあり、健全な水道経営水準にあります。有収水量 1 ㎥あたりの費用である「給水原価」は、

近年大きな変化なく 150 円前後で推移していますが、類似団体や全国平均と比べ低水準となって

います。 

施設の利用状況や適性規模を表す「施設利用率」は 41.5％で、全国平均や類似団体と比較する

と低水準で推移し、給水人口の減少や節水が要因と考えられます。施設の稼働が収益に繋がって

いるかを表す「有収率」は 77.5％で、類似団体と同水準で、全国平均に比べると低い水準となっ

ており、低下の傾向にあり、無収水量の要因の多くは漏水と考えられます。 

202円

臨 時 用 20 ㎥ ま で 2,344円 202円

用           途
基                       本 超 過 料 金

（１㎥につき）
使 用 水 量 料 金

一 般 用 8 ㎥ ま で 1,584円 164円

営 業 用 20 ㎥ ま で 3,612円 183円

浴 場 用 200 ㎥ ま で 23,006円 164円

団 体 用 20 ㎥ ま で 3,992円 195円

工 業 用 40 ㎥ ま で 8,429円

事務系職員 技術系職員 計

2 1 3
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1.3.2 老朽化の状況について 

法定耐用年数を超えた管路の割合の「管路経年化率」は、類似団体の約 1.8 倍で、既存管路に対

し今年度更新した「管路更新率」は 0.73％。全国平均、類似団体と比較しても高い水準となって

います。供用開始から 45 年が経過し、今後も耐用年数が経過する施設が増加することから、投資

規模の拡大等の老朽化対策を進め、早急に進める必要があります。 

 

1.3.3 まとめ 

将来的に給水人口の減少、節水機器の普及や更なる節水意識の高揚による、給水収益の減少が

考えられることから、支出抑制のための見直し等経費圧縮を目指すとともに、更なる収納率（R04

年度 97.67％）の向上に取り組んでいきます。また、施設の老朽化が進んでいることから計画的な

老朽化対策、適正な維持管理、適正な料金収入により、経営改善を進めていく必要があります。 
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図 1.1 経営比較分析表（R4 年度） 
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2 将来の事業環境 

2.1 給水人口の予測 

給水人口の予測は、令和 2 年 3 月改定の「第 6 次総合計画 基本構想」に示されている将来人口

に基づき、本戦略の期間における給水人口を推計します。今後も第 6 次総合計画 基本構想と同様

の推移で減少していくものと考えられ、令和 16 年度末までに 13.1％減少する見込み（図 2.1）と

なりす。 

 

 
図 2.1 給水人口の予測 

 

2.2 水需要の予測 

近年の水需要（有収水量）は、給水人口の減少と利用者の節水思考の高まりや節水器具の普及

拡大から減少傾向で推移しています。今後においても現状の傾向は続いていくことが予想され、

これまでの実績から有収水量を予測すると令和 16 年度末までに 11.6％減少する見込みとなりま

す。 
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図 2.2 有収水量の予測 

2.3 料金収入の見込み 

料金収入は、令和元年度に実施した料金改定により一時的に増加したものの有収水量と同様の

傾向で減少し続けており、使用水量の減少に伴い、料金収入も減少していくことが想定されます。

料金収入の予測にあたっては、有収水量の見込みに供給単価を乗じて算定しています。 

 

 

図 2.3 料金収入の見込推移 
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2.4 施設の見通し 

a) 構造物及び設備 

現在、本事業で所有する資産の見通しは次のとおりです。図 2.4、図 2.5 に示す構造物及び設備

の健全資産は 2024 年時に 57.5%となりますが、2034 年には 25.1%に減少し、老朽化資産が 24.2%

まで増加します。 

 

図 2.4 構造物及び設備の健全度 

 

 
図 2.5 構造物及び設備の健全度 

単位：％

区　　　分 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年

健全資産 57.5 54.5 25.1 19.3 17.5 11.0 5.6 1.0 0.0

経年化資産 42.5 45.5 50.7 40.5 40.0 43.5 19.5 18.3 17.5

老朽化資産 0.0 0.0 24.2 40.1 42.5 45.5 74.9 80.7 82.5
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b) 管路 

現在、本事業で所有する資産の見通しは次のとおりです。図 2.6、図 2.7 に示す管路の健全資産

は 2024 年時に 57.5%となりますが、2034 年には 25.1%に減少し、老朽化資産が 24.2%まで増加し

ます。 

 
図 2.6 管路の健全度 

 

 
図 2.7 管路の健全度 

単位：％

区　　　分 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年

健全資産 57.5 54.5 25.1 19.3 17.5 11.0 5.6 1.0 0.0

経年化資産 42.5 45.5 50.7 40.5 40.0 43.5 19.5 18.3 17.5
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2.5 組織の見通し 

浄水場の運営については遠隔監視操作システムの導入で管理向上を図るとともに組織のスタッ

フ制により下水道、簡易水道担当と相互協力体制により事業運営にあたっています。 

今後も事業の生産性や経営の効率性の観点から可能な限り、業務のアウトソーシングを推進し

ていきます。 

 

3 経営の基本方針 

3.1 基本理念 

本町を取り巻く状況を踏まえ、今後の水道事業が目指すべき共通の理念を上位計画である「第

6 次総合計画」を考慮し、『彩のある風土のなかの、環境を保全し安心して暮らせる持続可能な水

道』を基本理念とします。 

基本理念には、上富良野町の水道が建設から改築更新、維持管理の時代を迎えるにあたり、財

政悪化や人口減少、少子高齢化等の要因による様々な水道事業の問題を解決しつつ、住民生活、

地域産業、自然環境に関わる水道サービスを継続的に提供しなければならないという意味を込め

ています。 

 

3.2 基本方針 

基本理念を踏まえた基本方針として、以下に示す４つの視点から水道における目標と展望、そ

の方向性を設定しています。 

 

〇安全・安心の確保 ：施設の適切な管理・整備の継続と危機管理対策を行い、安全で

安心な水道水を確保することで衛生的な生活環境を提供しま

す。 

〇良好な自然環境の創造 ：豊富で良質な水源を維持するため、水源流域を中心に地域の自

然環境の保全に努めるとともに、常に生産性、効率性の追求し、

Co2 削減などの環境負荷に配慮した水道事業を目指します。 

〇快適で活力ある暮らしの実現 ：“清浄にして豊富低廉”な水道を安定的に提供することで、地域

の活力を向上させ、快適な暮らしを実現します。 

〇開かれた事業経営 ：持続可能な水道事業を目指し、事業経営面の安定性、透明性を

確保するとともに、開かれた事業経営を行います。 
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4 投資・財政計画（収支計画） 

4.1 投資財政計画（収支計画） 

表 5.1 5.2 の通り 

 

4.2 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

4.2.1 収支計画のうち投資についての説明 

a) 目標 

投資的事業に関しては、施設規模の見直し等により計画的かつ効果的な更新投資に取り組みま

す。特に老朽化が進んでいる管路施設については、重点的に幹線管路の更新投資を優先し、適宜

管路更新していきます。 

 

b) 投資について 

計画期間に実施する投資は検討の結果（表 4.1）から、更新時期が到来している日の出地区、倍

本地区、草分地区のポンプ設備、消毒設備、電気計装設備の更新を実施予定としています。なお、

単年度の投資計画の総額は 80 百万を想定し、老朽管の更新を進めていきます。なお、期間内の新

規整備の事業予定はありません。 
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表 4.1 事業計画 
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c) 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項 

投資額については、経営水準を維持したなかで優先度の高いものを選択し、投資総額を算定し、

各年度配分額を平準化しています。また、次期計画も踏まえ、健全度が高い施設については計画

修繕等予防保全により最大限先送りすることとしています。 

 

d) 防災・安全対策に関する事項 

本計画の投資対象施設のうち未耐震施設については、更新事業の実施に併せ、必要な耐震対策

を予定しています。 

 

4.2.2 収支計画のうち財源についての説明 

a) 目標 

企業債残高が増加しており、また純利益も令和 9 年度以降マイナスとなることから、期間中の

財政状況は悪化の傾向となります。今後、適正な投資計画の実施と着実な財源確保により現在の

経営水準を堅持することが目標となります。 

 

b) 財源に関する事項 

更新投資に係る財源については、内部留保資金と利益剰余金の一部を活用しながら、基本は企

業債借入で賄うよう設定しています。 

 

c) 料金に関する事項 

本計画では、持続可能な経営を踏まえ投資制限や費用の平準化を行い、給水減価を抑えていま

すが、現状の料金では純利益が不足することから、令和 9 年度以降に 15%以上の料金改定を予定

しています。 

 

d) 繰入金に関する事項 

一般会計からの繰入金は、繰出基準に基づき算定するとともに、令和 31 年度まで 一部区域の

不採算箇所拡張整備に係る費用負担を基準外繰入として算入しています。 

 

4.2.3 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

a) 投資以外の経費について 

管理経費については必要且つ合理的な額を算出するため、予測可能な費用について、現在まで

の価格動向や今後の物価上昇率等の増減額を考慮し算定しています。 

 

b) 委託料に関する事項 

浄水場維持管理業務については、3 年の長期継続契約により民間委託を実施しており、現契約単

価を基に想定される変動要素を加味し算定しています。 
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c) 修繕費に関する事項 

更新投資による老朽化施設に係る修繕費用の減少と残存施設の増加費用を相殺し、現状と同程

度の規模と想定し費用を算定しています。 

 

d) 動力費に関する事項 

浄水場に係る費用については、物価上昇と配水量など想定される要素を見込み算定しています。 

 

e) 職員給与費に関する事項 

職員給与費は、事業を担当する 3 名の費用とし、昇給等により増加を見込み算定しています。 

 

f) その他 

企業債償還金は、償還予定表により算出し、新規借入については直近借入利率により算定して

います。 

 

4.3 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

4.3.1 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

a) 民間の資金・ノウハウ等の活用（PFI・DBO の導入等） 

現時点で導入、活用の具体的な実施予定はありませんが市場の動向を踏まえて活用方法や導入

効果等についての情報収集に努め、検討を進めていきます。 

 

b) 施設・設備の廃止・統合・合理化（ダウンサイジング・スペックダウン） 

本町の第 6 次総合計画において将来人口が示されることから、併せて計画給水人口と区域の見

直しを実施し、その結果に基づき施設、設備規模の適正化と統廃合・合理化の検討を進めます。 

 

c) 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 

今後も増加する老朽化施設については計画的な予防保全により、健全度を維持しながら、過度

な将来負担とならないよう適切な時期に更新を検討し、投資規模の平準化を進めていきます。 

 

d) 広域化 

他事業体との広域化はハード面において効果が薄いことから、今後はソフト面含め考えていく

必要があります。 

 

4.3.2 財源についての検討状況等 

a) 料金 

水道料金改定に係る適正料金の算定については、引き続き 5 年ごとに実施していきます。また、

目標年度までに大規模更新は予定していませんが、今後、日の出浄水場等の更新を踏まえた料金

水準と改定時期について検討を進める必要があります。なお、期間中に社会情勢・人口動向や経

営状況の著しい変化が生じたときは速やかに検証を行います。 
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b) 企業債 

今後も残存施設の老朽化対策に伴い、企業債残高の増加が予測されることから、過大発行の抑

制のため、発行制限を取り入れるなど将来負担を考慮した適性規模の起債計画を検討します。 

 

c) 繰入金 

一般会計繰入金は、繰出基準に基づき算定するとともに、繰入基準内となる消防施設の整備に

ついては未反映であるため、関係機関の計画策定後に反映させることとしています。 

 

d) 資産の有効活用等による収入増加の取組 

今後、現有資産において遊休資産が発生した場合には、有効活用の方法について検討を進めて

いきます。 

 

4.3.3 投資以外の経費についての検討状況等 

a) 委託料 

現状の業務内容を精査と業務範囲の拡大等による費用削減の方法や、市場の動向を踏まえて経

費縮減についての情報収集と対応策の検討を進めていきます。 

 

b) 修繕費 

計画的に点検及び修繕を実施し、予防保全により施設の延命化を図るとともに施設台帳のデー

タ化等による効率的な施設管理に取り組みます。 

 

c) 動力費 

料金値上りに伴い支出増加が今後も増加することから、必要水量に応じた運転管理など節電な

ども含めた経費縮減に努めていきます。 

 

d) 職員給与費 

現在の状況から大幅な人件費の変動が生じないよう適正な人員配置を行い、経費縮減に努めま

す。 

 

5 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

本計画で示した投資・財政計画については、令和 9 年に 15％程度の改定率を見込む結果となり

ました。今後は定期的に見直しを行い、著しい状況の変化があった場合には、計画終了を待たず

に本計画を改定します。また、経営課題に対する今後の取組については、対応状況について事後

的に評価を実施していきます。 

さらに、本計画を踏まえた具体的な施策の実施にあたっては、議会や住民への情報提供と議論

を重ね、合意形成に努めます。 
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図 5.1 財政収支の見通 
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表 5.1 収益的収支 
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表 5.2 資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6 年 11 月

令和 7 年度 令和 16 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

計 画 給 水 人 口 12,500

現 在 給 水 人 口 9,030法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

　法適用（全部）

平 成 11 年 4 月 1 日

120.42 千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

202円

臨 時 用

施 設 利 用 率 47.1

施 設 数

策 定 日 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（湧水）

浄水場設置数

配水池設置数

2箇所
　（日の出・倍本）

20 ㎥ ま で 2,344円 202円

水道料金表　（1か月につき）

用           途
基                       本 超 過 料 金

（１㎥につき）
使 用 水 量 料 金

一 般 用 8 ㎥ ま で 1,584円

別添１－２

上富良野町　　　　　　　　　　事業経営戦略

事業の現況

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力
 6,000       ㎥/日

   　  日の出　3,525㎥/日
        倍 　本　2,475㎥/日

164円

200 ㎥ ま で 23,006円 164円

団 体 用 20 ㎥ ま で

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

　上富良野町

　水道事業

計 画 期 間 ：

3箇所
（日の出2池・倍本1池）

～

管 路 延 長

295.00

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 48 年 1 月 1 日 （ 45 年 経 過 ）

水 源

　本事業の料金体系は用途別に６種類に区分し、基本水量と超過水量を設定した従量料金制となっています。
各用途の料金は次のとおりです。現在の料金は、令和元年10月1日から実施しています。

営 業 用 20 ㎥ ま で 3,612円 183円

浴 場 用

3,992円 195円

工 業 用 40 ㎥ ま で 8,429円

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水 道

簡易水道



④ 組　織

（２）

　上富良野町水道事業に関する事務は建設水道課上下水道班が所管しています。平成16年4月1日の機構改革により上下水道課を建設水道
課に統合、係制を廃止し、スタッフ制による上下水道班を設置しています。現在の水道事業の体制は、事務系職員2名、技術系職員1名の計3
名を配置しています。

これまでの主な経営健全化の取組

　経営健全化の取り組みとして、料金徴収、届出事務及び施設維持管理を除く、浄水場及び管路の保守点検業務、水質検査業
務、量水器検針業務の民間委託を行い、効率的な管理・運営に努めています。
  また、本町の簡易水道事業と業務運営の一体化を図り、経営の効率化に取り組んでいます。

営業収益に対する「累積欠損金」は0％で発生しておらず、「経常収支比率」は、前年度より約1.7％程上がっています。「料金回収率」は120％
前後で推移しており、類似団体・全国平均より高水準にあり、健全な水道経営水準にあります。有収水量1㎥あたりの費用である「給水原価」
は、近年大きな変化なく150円前後で推移していますが、類似団体や全国平均と比べ低水準となっています。
施設の利用状況や適性規模を表す「施設利用率」は41.5％で、全国平均や類似団体と比較すると低水準で推移し、給水人口の減少や節水が
要因と考えられます。施設の稼働が収益に繋がっているかを表す「有収率」は77.5％で、類似団体と同水準で、全国平均に比べると低い水準と
なっており、低下の傾向にあり、無収水量の要因の多くは漏水と考えられます。
法定耐用年数を超えた管路の割合の「管路経年化率」は、類似団体の約1.8倍で、既存管路に対し今年度更新した「管路更新率」は0.73％。全
国平均、類似団体と比較しても高い水準となっています。供用開始から45年が経過し、今後も耐用年数が経過する施設が増加することから、
投資規模の拡大等の老朽化対策を進め、早急に進める必要があります。
将来的に給水人口の減少、節水機器の普及や更なる節水意識の高揚による、給水収益の減少が考えられることから、支出抑制のための見直
し等経費圧縮を目指すとともに、更なる収納率（R05年度97.55％）の向上に取り組んでいきます。また、施設の老朽化が進んでいることから計
画的な老朽化対策、適正な維持管理、適正な料金収入により、経営改善を進めていく必要があります



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

給水人口の予測

　近年の水需要（有収水量）は、給水人口の減少と利用者の節水思考の高まりや節水器具の普及拡大から減少傾向で推移しています。今後
においても現状の傾向は続いていくことが予想され、これまでの実績から有収水量を予測すると令和16年度末までに11.6％減少する見込みと
なります。

料金収入の見通し

料金収入は、令和元年度に実施した料金改定により一時的に増加したものの有収水量と同様の傾向で減少し続けており、使用水量の減少に
伴い、料金収入も減少していくことが想定されます。料金収入の予測にあたっては、有収水量の見込みに供給単価を乗じて算定しています。

水需要の予測

給水人口の予測は、令和2年3月改定の「第6次総合計画 基本構想」に示されている将来人口に基づき、本戦略の期間における給水人口を推
計します。今後も第6次総合計画 基本構想と同様の推移で減少していくものと考えられ、令和16年度末まで13.1％減少する見込みとなります。



（４）

① 資産の状況

（5）

　浄水場の運営については遠隔監視操作システムの導入で管理向上を図るとともに組織のスタッフ制により下水道、簡易水道担当と相互協力
体制により事業運営にあたっています。
　今後も事業の生産性や経営の効率性の観点から可能な限り、業務のアウトソーシングを推進していきます。

組織の見通し

　現在、本事業で所有する資産の設置時期及び耐用年数の経過状況は次のとおりです。
a）構造物及び設備
　現在、本事業で所有する資産の見通しは次のとおりです。構造物及び設備の健全資産は2024年時に57.5%となりますが、2034年には25.1%に
減少し、老朽化資産が24.2%まで増加します。

b）管路
　現在、本事業で所有する資産の見通しは次のとおりです。以下に示す管路の健全資産は2024年時に57.5%となりますが、2034年には25.1%に
減少し、老朽化資産が24.2%まで増加します。

施設の見通し

単位：％

区　　　分 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年

健全資産 57.5 54.5 25.1 19.3 17.5 11.0 5.6 1.0 0.0

経年化資産 42.5 45.5 50.7 40.5 40.0 43.5 19.5 18.3 17.5

老朽化資産 0.0 0.0 24.2 40.1 42.5 45.5 74.9 80.7 82.5

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0

20

40

60

80

100

120

140

2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年

管路延長（km）

西暦年度

管路の健全度

健全資産 経年化資産 老朽化資産

単位：％

区　　　分 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年

健全資産 57.5 54.5 25.1 19.3 17.5 11.0 5.6 1.0 0.0

経年化資産 42.5 45.5 50.7 40.5 40.0 43.5 19.5 18.3 17.5

老朽化資産 0.0 0.0 24.2 40.1 42.5 45.5 74.9 80.7 82.5

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0

20

40

60

80

100

120

140

2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年

管路延長（km）

西暦年度

管路の健全度

健全資産 経年化資産 老朽化資産



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

投資的事業に関しては、施設規模の見直し等により計画的かつ効果的な更新投資に取り組みます。特に老朽化
が進んでいる管路施設については、、重点的に幹線管路の更新投資を優先し、適宜管路更新してていきます。

○投資について
計画期間に実施する投資は検討の結果から、更新時期が到来している日の出地区、倍本地区、草分地区のポンプ設備、消毒設備、電気計装
設備の更新を実施予定としています。なお、単年度の投資計画の総額は80百万を想定し、老朽管の更新を進めていきます。なお、期間内の新
規整備の事業予定はありません。

○施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項
　投資額については、経営水準を維持したなかで優先度の高いものを選択し、投資総額を算定し、各年度配分額を平準化しています。また、次
期計画も踏まえ、健全度が高い施設については計画修繕等予防保全により最大限先送りすることとしています。

○防災・安全対策に関する事項
　本計画の投資対象施設のうち未耐震施設については、更新事業の実施に併せ、必要な耐震対策を予定しています。

 (1)  基本理念

　　本町を取り巻く状況を踏まえ、今後の水道事業が目指すべき共通の理念を上位計画である「第5次上富良野町総合計画」を考慮し、『彩の
ある風土のなかの、環境を保全し安心して暮らせる持続可能な水道』を基本理念とします。
　　基本理念には、上富良野町の水道が建設から改築更新、維持管理の時代を迎えるにあたり、財政悪化や人口減少、少子高齢化等の要
因による様々な水道事業の問題を解決しつつ、住民生活、地域産業、自然環境に関わる水道サービスを継続的に提供しなければならないと
いう意味を込めています。

 (2)  基本方針

　　基本理念を踏まえた基本方針として、以下に示す４つの視点から水道における目標と展望、その方向性を設定しています。

　〇安全・安心の確保　　　　   　  ～　施設の適切な管理・整備の継続と危機管理対策を行い、安全で安心な水道水を確保す
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 ることで衛生的な生活環境を提供します。
　〇良好な自然環境の創造　     ～　豊富で良質な水源を維持するため、水源流域を中心に地域の自然環境の保全に努める
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 とともに、常に生産性、効率性の追求し、Ｃｏ２削減などの環境負荷に配慮した水道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　事業を目指します。
　〇快適で活力ある暮らしの実現 ～　“清浄にして豊富低廉”な水道を安定的に提供することで、地域の活力を向上させ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　快適な暮らしを実現します。
　〇開かれた事業経営　    　       ～　持続可能な水道事業を目指し、事業経営面の安定性、透明性を確保するとともに、開
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　かれた事業経営を行います。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

〇投資以外の経費について
　管理経費については必要且つ合理的な額を算出するため、予測可能な費用について、現在までの価格動向や今後の物価上昇率等の増減
額を考慮し算定しています。

〇委託料に関する事項
　浄水場維持管理業務については、3年の長期継続契約により民間委託を実施しており、現契約単価を基に想定される変動要素を加味し算定
しています。

〇修繕費に関する事項
　更新投資による老朽化施設に係る修繕費用の減少と残存施設の増加費用を相殺し、現状と同程度の規模と想定し費用を算定しています。

〇動力費に関する事項
　浄水場に係る費用については、物価上昇と配水量など想定される要素を見込み算定しています。

〇職員給与費に関する事項
　職員給与費は、事業を担当する3名の費用とし、昇給等により増加を見込み算定しています。

〇その他
　企業債償還金は、償還予定表により算出し、新規借入については直近借入利率により算定しています。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

今後も増加する老朽化施設については計画的な予防保全により、健全度を維持しながら、過度な将
来負担とならないよう適切な時期に更新を検討し、投資規模の平準化を進めていきます。

広 域 化
他事業体との広域化はハード面において効果が薄いことから、今後はソフト面含め考えていく必要
があります。

民 間 の資 金・ ノウ ハウ 等の 活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

施設・設備の廃止・統合・合理化（ダ
ウンサイジング・スペックダウン）

目 標

企業債残高が増加しており、また純利益も令和9年度以降マイナスとなることから、期間中の財政状況は悪化の
傾向となります。今後、適正な投資計画の実施と着実な財源確保により現在の経営水準を堅持することが目標
となります。

②　収支計画のうち財源についての説明

〇財源に関する事項
　更新投資に係る財源については、内部留保資金と利益剰余金の一部を活用しながら、基本は企業債借入で賄うよう設定しています。

〇料金に関する事項
　本計画では、持続可能な経営を踏まえ投資制限や費用の平準化を行い、給水減価を抑えていることから、期間内での料金改定について令
和10年度以降に予定しています。

〇繰入金に関する事項
　一般会計からの繰入金は、繰出基準に基づき算定するとともに、令和31年度まで　一部区域の不採算箇所拡張整備に係る費用負担を基準
外繰入として算入しています。

現時点で導入、活用の具体的な実施予定はありませんが市場の動向を踏まえて活用方法や導入効
果等についての情報収集に努め、検討を進めていきます。

本町の第6次総合計画において将来人口が示されることから、併せて計画給水人口と区域の見直し
を実施し、その結果に基づき施設、設備規模の適正化と統廃合・合理化の検討を進めます。



②　財源についての検討状況等

③ 投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

本計画で示した投資・財政計画については、令和9年度に15％程度の改定率を見込む検証結果となり
ました。今後は定期的な見直しを行い、著しい状況の変化があった場合には、計画終了を待たずに本
計画を改定します。また、経営課題に対する今後の取組については、対応状況について事後的に評
価を実施していきます。
さらに本計画を踏まえた具体的な施策の実施にあたっては議会との議論を行い、料金改定についても
住民への急激な負担増とならないよう、段階的な料金改定に努めて行きます。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

今後も残存施設の老朽化対策に伴い、企業債残高の増加が予測されることから、過大発行の抑制
のため、発行制限を取り入れるなど将来負担を考慮した適性規模の起債計画を検討していきます。

一般会計繰入金は、繰出基準に基づき算定するとともに、繰入基準内となる消防施設の整備につい
ては未反映であるため、関係機関の計画策定後に反映させることとしています。

水道料金改定に係る適正料金の算定については、引き続き5年ごとに実施していきます。また、目標
年度までに大規模更新は予定していませんが、今後、日の出浄水場等の更新を踏まえた料金水準
と改定時期について検討を進める必要があります。なお、期間中に社会情勢・人口動向や経営状況
の著しい変化が生じたときは速やかに検証を行います。

今後、現有資産において遊休資産が発生した場合には、有効活用の方法について検討を進めてい
きます。

企 業 債

現状の業務内容を精査と業務範囲の拡大等による費用削減の方法や、市場の動向を踏まえて経費
縮減についての情報収集と対応策の検討を進めていきます。

修 繕 費
計画的に点検及び修繕を実施し、予防保全により施設の延命化を図るとともに施設台帳のデータ化
等による効率的な施設管理に取り組みます。

動 力 費
料金値上りに伴い支出増加が今後も増加することから、必要水量に応じた運転管理など節電なども
含めた経費縮減に努めていきます。

職 員 給 与 費
現在の状況から大幅な人件費の変動が生じないよう適正な人員配置を行い、経費縮減に努めま
す。

繰 入 金

委 託 料


